
医療機関などを受診の際は

マイナンバーカードをご利用ください
　マイナンバーカードを保険証として利用するための登録は、以下のいずれかの方法でできます。

▶�利用登録の方法
　❶ 医療機関・薬局の受け付け（カードリーダー）で行う
　❷ マイナポータルから行う
　❸ セブン銀行ATMから行う

▶�マイナンバーカードを保険証として利用する方法

▶�マイナンバーカードを使うメリット
◦より良い医療を受けることができる
　 過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気の情報に基づ

いたより良い医療を受けることができます。
◦救急現場でも使える
　 今後、救急現場でも過去の診療情報やお薬情報を見られるようになるため、搬送中の適切な応急処

置や病院の選定などに活用されます。
◦手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
　限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

　なお、マインバーカードを持っていない人や利用登録をしていない人には「資格確認書」を発行しま
す。「資格確認書」を、医療機関などの窓口で提示することで、これまで通り医療にかかれます。

▶�よくある質問

問 ◦マイナンバーカードの被保険者証利用、須恵町国民健康保険について
　 　住民課 国民健康保険係　☎ 932-1467（ダイヤルイン）　☎ 932-1151（内線116）
　 ◦マイナンバーカードに関するもっと詳しい内容について
　 　 マイナンバー総合フリーダイヤル　☎ 0120-95-0178 

（月曜日～金曜日 9時30分～20時、土日祝日 9時30分～17時30分）

マイナンバーカードに大事な情報が入っているのでは？ 
持ち歩いて失くすのが怖いのですが…

マイナンバーカードには、医療情報などのプライバシー性の高い個人情報
は入っていません。
また、カードの裏面のマイナンバー（12桁）を知られただけでは悪用されません。
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役場からの
インフォメーション

ファイナンシャルプランナーに
よる納税相談を実施します
問�税務課 収納係
☎ 932-1495（ダイヤルイン）
☎ 932-1151（内線133）

　須恵町では、さまざまな金銭的問題により支出が
収入を上回ってしまい、「町税を納めたいけれど納め
られない」という人を対象に、ファイナンシャルプラ
ンナー（FP）による納税相談（無料）を実施します。
　FPという生活設計のプロに相談し、家計に関する
問題（収入不足、ローン返済、借金問題など）の解決策
を一緒に考えてみませんか？
　相談には、町職員も同席し、秘密は守られますので
ご安心ください。
▶ 相談日

令和7年 令和8年
11月19日（水） 1月21日（水）

▶ 会　場　須恵町役場
▶ 時　間　9時～19時（お1人1回につき1時間）
▶ ご用意いただくもの
 ◦ 収入が分かるもの（源泉徴収票や確定申告書の

写しなど）
 ◦ 支出が分かるもの（家賃、水道光熱費、各種保険

料、借入金の返済明細書など）
▶ 予約方法
  事前申し込みが必要なため、相談希望の人は、上

記問い合わせ先までご連絡ください。（先着順に受
け付け）

町税の納付忘れにご注意ください
問�税務課 収納係
☎ 932-1495（ダイヤルイン）
☎ 932-1151（内線139）

　12月1日（月）に納付期限をむかえる町税があり
ます。
　町税の納付書の裏面に記載している納付場所（須
恵町役場、金融機関、コンビニエンスストアなど）や、
インターネットに接続してキャッシュレス決済、電
子納付などでの納付が可能です。
　また、振替口座の登録がある人は、納付期限当日に
登録されている口座から、該当町税の金額分を引き
落としますので、預金残高にご注意をお願いします。
▶ 対象の税目 固定資産税 3期
  国民健康保険税 6期

11月～12月は「STOP滞納！
県下一斉徴収強化月間」です
～忘れていませんか、「納税」を～
問�税務課 収納係
☎ 932-1495（ダイヤルイン）
☎ 932-1151（内線139）

　須恵町では、福岡県および県内市町村と連携し、
個人住民税をはじめとする地方税の徴収率の向上
と滞納の縮減を図るため、11月～12月を「県下一斉
徴収強化月間」と位置づけ、県下一斉に、広報によ
る納税推進、滞納者に対する催告の強化、差し押さ
えやタイヤロック、捜索などの滞納処分の強化など、
さまざまな徴収対策に取り組みます。
　この機会に、納め忘れの税金がないか確認しま
しょう。
▶ 納税に関するお問い合わせ
  税金の種類に応じて、問い合わせ先が異なりま

す。納税通知書などを確認の上、お問い合わせ
ください。

スマホお助け窓口を開設します
問 住民課 住民係
☎ 932-1467（ダイヤルイン）
☎ 932-1151（内線111）

　スマートフォンに関する困った、分からないを解
決するため、個別対応で予約不要・相談無料のお助
け窓口を開設しています。ささいなお困りごとで
もご相談ください。スマートフォンを持っていな
い人には、窓口で使える端末をご用意しています。
最近のお困りごと解決例

◦すえPAYの設定や使い方
◦QRコードの読み込み、申し込み手続き
◦各種アプリの使い方、Wi-Fi設定方法　など
▶ 開 設 日　 11月20日（木）、27日（木） 

12月4日（木）、11日（木）
▶ 開設時間　9時～12時、13時～16時
▶ 場　　所　役場1階　ロビー特設カウンター
▶  相談内容　 スマートフォンの基本操作(メール・

電話・カメラ・インターネットの使い
方)、LINEの登録方法など

▶  注意事項
◦ 端末の購入、機器の故障の相談などは受け付けて

いません。
◦端末設定は対応時間に限りがあります。
◦ ご案内までに待ち時間が発生することがありま

すので、あらかじめご了承ください。
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